


診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業に至る経緯  

平成1‘1年 都立広尾病院事件＝医師法21条の「異状死」届出  
を行わなかった．刑事処罰の対象になり得る（東  

京高裁判決平成16年9月30日）．  

行政機関は医療事故に対するマニュアル等を作  

成し，21条に沿った届出を行うよう指導．  

4学会，基本領域19学会共同声明による提言：  

警察への届出範囲の特定化，警察に替わる第三  

者機関への届出制度の確立，「診療行為に関連  

した死亡の調査を行う中立的専門機関」の創設  

厚労省：医療事故情報収集等事業（特定機能病  

院など）  

日本学術会議の異状死に関する提言  

療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業  

平成12年  

平成16年  

平成17年  

（2005年）  

「診療関連死」  

合併症死．事故死．過誤死   

「診療関連死」とは，医療機関での診療中に生じた死で，  

通常の病死以外のものを指す．  

現代の医療では，疾患も複合的で，診断，治療行為は複  

雑なものになっているため，死亡時に即座に合併症死，  

事故死，過誤死に振り分けるのが困難である．  

その死が担当医師にとって，医学的に十分な合理性をもっ  

た経過の上で，病死と説明できたとしても，自己の医療行  

為に関わる合理性の判断を当該医師自身に委ねることは  

適切でない．ここにおいて第三者医師（あるいは医師団）  

の見解を求めるべきである．  

「日本学術会議の異状死に関する提言」   









「死後画像が医療関連死の死因究明に寄与する度合い」についての  

予測シミュレーション  

臨床情報に基づき，解剖調査前に判断を下す状況をシミュレーション  

対象：モデル事業公表症例41例  

有用性分類（a－g）による寄与の予測評価  

回答：救急医2名，放射線科医7名，法（医学）医3名，病理医8名  

分類   

a  生前画像のみで病態解析および死因究明が可能であり、死後画像の必要性はない。  

死後画像のみで病態解析および死因究明が可能であり、解剖の必要性は殆どない。   

C  死後画像で病態解析および死因究明はある程度可能だが、病理解剖による確認が必要である   

d  死後画像では病態解析および死因究明は限定的だが、その情報は解剖手技、報告書作成、或  
いは遺族への説明、に有用である。  

死後画像による病態解析および死因究明は困難で、病理解剖が必要である。   

ロ  死後画像および病理解剖のいずれlこよっても病態解析および死因究明はヨ難である。   

g  a－fのいずれにも該当しない   

二方向クラスタリング  
数値化の規則‥b＝0，C＝0．25，d：0．75，e＝1，afg＝0．5で複敏あるも  

のは平均値で計算．  

シミュレーションに用いられた事例の臨床情報（例）  

（モデル事業HPの公表事例の抜粋）  

事例15  

70歳代女性。石灰化大動脈弁狭窄と僧帽弁閉鎖不全に対する弁置換術と左  
回旋枝動脈への／くイパス術前に、左回旋枝への経皮的冠動脈形成術が施  
行されたが，心筋虚血が急激に悪化し、心停止に至った。  

事例42  

50歳代男性。胆石胆嚢炎術後、約2ケ月後に結腸癌が発見された。肝転移が  
あり、人工肛門造設術を行ったが、術後ショック状態になり死亡した。   

事例10  

40歳代女性。右大腿部の滑膜肉腫に対して広範切除術及び血管再建術が行  
われた約9カ月後に、下大静脈内に再発増殖した腫瘍の離断遊離組織から肺  
動脈幹塞栓症をきたして死亡した。   



判断予測は，放射線科医どうしを含め，評価者による違いが大きい  

シミュレーション結果の分析   
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解剖調査が必須とされた  

症例群1：   

冠動脈イベント  

血管造影関連   

不整脈  

敗血症  
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解剖調査が必要とされた  
症例群2：   

外科手術中・後症例   
産科症例  

画像検査のみで十分とさ  
れた症例群3：   

大血管系イベント  
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実施症例（平成20年度）   

東京大学：モバイルCT．病理解剖6，モデル事業調査解剖1，  

司法解剖10症例（医療関連死1、病死2）．  

東海大：モバイルCT，MRI装置病理解剖2，法医解剖10症例．  

経時的な撮影（肺など重要臓器に死後変化め所見）   

臨床装置  

千葉大学（病理解剖10例）  

筑波メディカルセンター（病理解剖4，法医承諾解剖16例）  

関東中央病院（病理解剖2例）  

東京逓信病院（病理解剖2例）  

昭和大学（病理解剖2例）  

琴訓的症例を検討会にて提示，討論．  

一致性，有用性に関する評価基準．   

症例検討会（平成20年度，4回，13症例）   

病理解剖8例；モデル事業調査解剖1例，  
承諾解剖2例，司法解剖1例，参考症例（剖検なし）1例  

5段階評価基進．絵合評価  

1．死後画像のみで病態解析および死因究明が可能  

2．死後画像のみで病態解析および死因究明はほぼ可  
能 （副病変は一致しない）．  

3．死後画像のみでは病態解析において一致しない項  
目もあるが．死因についてはほぼ指摘できる．  

4．死後画像のみでは病態解析は部分的に可能である  
が、死因についてはその可能性を指摘するにとどまる．  

5．死後画像のみでは病態解析および死因究明は困難．  

6．その他．  

と有用性の評価頂月  

1．主病変   

2．割病変・合併症   

3．死因   

4．病歴   

5．生前画像 

なお，平成21年度も症例検討会を継続：5回，1皇症例  

病理解剖11例，モデル事業調査解剖1例，   



モデル事業調査解剖  

【症例】死産竜喜童  

【臨床診断】略  

【臨床経過概要】略  

【解剖学的診断の要点】  

1．未呼吸（左右肺浮遊試験陰性）   

多重の羊水吸引  

2．脳軟化高度  

3．諸臓器貧血調  

4．奇形なし  

死後CT像  
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剖検の結果＋臨床評価から，胎盤や臍帯からの出血の可  

能性が考えられた．術中“羊水淡血性’’の記載，羊膜血管  

の破綻の可能性．産科症例では画像検査および剖検によ  

る死因究明がしばしば困難であるが、少なくとも解剖調査  
を行う必要はある  

検討会における議論の集約  

死後画像による病変の検出に関して，正確度が高い病変，  

疾患が存在する．  

異常所見の死因に対する寄与を評価するには，他臓器  
所見を含めた総合的な検討が重要であり，  

死後変化を含めた「画像上異常所見」，ならびに「画像上  
陰性所見」の確度に関するエビデンスの集積が必要．  
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平成21年度  

複数の放射線画像診断医が独立して読影．病理と対比．  

東京大学医学部附属病院オートプシー補助CT装置  

「調査票」による検討：病理所見との一致率卜有用性．  

ガイドライン．マニュアルの作成  

（1）死後画像有用性，限界性を遺族に説明するためのガイドラ   

イン  

（2）死後変化を病変と誤認しないための読影ガイドライン  

（3）臨床用装置，専用装置を使用する場合の撮影マニュアル  

（4）画像との対比を考慮した病理解剖マニュアル  

実施症例数（平成21年度）  

調査票を用いて．個々の症例を一定基準で評価．  

（病理解剖，法医承諾解剖，司法解剖，モデル事業症例など）  

東大  国立国際■   関東  
医療   中央   千葉大  筑波 メディカル  東京 逓信  東海大  計   

病理解剖   75   26   3   13   8   3   2   130   

脳解剖あり  （35）一  （2）   （0）   （2）   （3）   （0）   （0）  （42）   

ネクロブシー  
（0）   0   0   5   0   0   0   

針オートプシー  
5   

法医承諾＃剖  0   0   0   0   17   0   D   17   

司法解剖   4   D   0   0   0   0   7   

モデル事業  
2   

調査解剖  
0   0   0   0   0   0   2   

実施総数   81   26   3   18   25   3   9   165   

2009年3月  
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撮影装置：東京大学医学部附属病院オートプシー補助CT装置  

日立Robusto（16列マルチスライス）  

撮影条件：脳：5mm厚，コンベンショナルスキャン  

体幹：2．5mm厚，ヘリカルスキヤン  
（小児の場合，1．25mm厚で全身撮影）  

撮影方法：体液，血液が漏れないように遺体をボディーバッグで包む  

撮影時間：原則，解剖直前に撮影（所要時間は20分程度）．   

読影：剖検前．病理医と臨床医が行う．  
剖検後には，放射線専門医が読影を行う．  

依頼：放射線画像診断医10名．  

報告書総数349，一症例につき診断医5～10名の報告書．  
－症例につき平均7名が読影．  

対象：50症例にみられた449病変  

‖   



死後CT検査：診断が確実な病変，現時点では困難な病変がある．  

死後CT画像により  
大動脈解離，大動脈癌．終末腎，腔水  

ほぼ確実に診断さ  
症，問質性肺炎（周囲の肺がクリアな場  

れる群   
合）、腔気症（ただし死後長時間の場合  
は死後変化との区別が困難）   

死後CT画像により  
心嚢水，心タンボナーデ，肺炎／気管支  

診断される可能性． はあが 
阜，確実とは  

いえない群   
血凰高度の肝硬変症／肝線維痘   

全身性感染症（粟粒結核など）．血栓痕  
死後画像による診   塞栓症，軽度の肝硬変症／肝線維症、髄   
30％以下        断が現時点で難し   膜炎，神経変性疾患，急性および陳旧   
い群  性心筋梗塞，原発不明癌，ぴまん性浸  

潤性病変  
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病理解剖症例  

【症例】■歳代■■  
【臨床診断】  

腸閉塞．強皮症，問質性肺炎．  

肺高血圧症．慢性腎不全．多発筋炎  

【臨床経過概要】  

強皮症．間貸性肺炎にて加療．経過観  
察中であった．  

発熱．全身憶念感出頭 その1ヶ月後，  
腹痛，腹清書明．腹水穿刺で黄色透明  
の腹水．呼吸障害が出現し．心不全症  
状増悪．死亡．  

図1肺野は全体として含気は悪く．含気のあ  
る部分にても結節状の浸潤影あり 

図2腹水貯留．腹膜肥厚、腸管拡張．腸管  
壁の肥厚．腸間膜脂肪の不均一な吸収値上  
昇 

国3 腹膜．腸同属表面には．白色の小結節  
がぺったりと付着している 

れIr ■■ 1■ ヽ－1、▲■ JV＋1■；t く1■ ■．l■   

■l▲ H■ ■▲ H▲ hJ ■■◆J ■■ ■．i ■▲  
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【解剖学的診断の要点】  

1．粟粒結核  

1）結核性腹膜炎   

2）肺．肝．脾．腎．骨髄などの  

諸臓器の結核病巣  
2．強皮症および関連病変   

皮膚硬化．消化管病変．同質性肺炎  

3．糖尿病性腎症  

複数の放射線画像  
診断琶による  
死後画像読影待果  
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一致性，有用性の検討   

施設．解剖調査（肉眼，組織検査）の段階による違い  

病理＋承諾＋モデル＋司法：肉眼所見での評価  

東大  国立国際 医療  関東中央  千葉大  筑波 メディカル  東京逓借  東海大  計   

症例数  80   26   3   13   25   3   2   152   

一致水準  8   
0   9   5   

2   ‡7  

1．2   24，3ゝ   

組織検査まで終了  

東大  国立国際 医療  関東中央  千葉大  筑波 メディカル  東京逓信  東海大  計   

症例数  74   26   3   0   16   3   2   124   

一致水準  8   
0   D   3   2   

26  

1．－2   21．0％   

病理＋モデル，組織検査まで終了  

東大  国立国際 医頭  関東中央  千葉大  筑波 メディカル  東京逓信  東海大  計   

症例数  71   26   3   0   4   3   2   109   

一致水準  8   
8   0   0   2   

22  

1．2   20．2九   
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精度の高い条件での一致性評価結果  

（病理解剖＋承諾＋モデル，組織検査124例）  

基準   

死後画像（PMI）のみで病態解析およ  
1     び死因究明が可能（主病変．副病変  

一致．相互関係推定）   

死後画像（PMl）のみで病態解析およ  
2     び死因究明はほぼ可能．副病変は－  

致しない．   

死後画像（PMI）のみでは病態解析に  
3     おいて一致しない項目もあるが、死因  

についてはほぼ指摘できる．   

死後画像（PMI）のみでは病態解析は  
4     部分的に可能であるが、死因につい  

てはその可能性を指摘するにとどま  
る．   

5  死後画像（PMI）のみでは病態解析お  

よび死因究明は困難。   

6  その他   

2例 1例  
（2％）（1％）  

47例  

（38％）  

実施研究症例の有用性評価   

剖検一死後画像対比  

一致性  有用性に関する判断  

基準  カテゴリー  

死後画像（PMI）のみで病態解析およ  生前画像のみで病態解析および死因究明が可能  
ロ   び死因究明が可能（主病琴．副病変  a   であり、死後画像の必要性はない。  

一致，相互関係推定）  

死後画儒（PMI）のみで病惣解析およ  b  死後画像のみで病態解析および死因究明が可能 であり、解剖の必要性は殆どない。   
2   び死因究明はほぼ可能・副病変は「  

致しない．  死後画像で病態解析および死因究明はある程度  

死後画像（PMI）のみでは病態解析に  
C   可能だが、病理解剖による確認が必要である。   

3   おいて一致しない項目もあるが、死因  
についてはほぼ指摘できる．  死後画像では病態解析および死因究明は限定的  

d   だが、その情報は解剖手技、報告書作成、或いは  
死後画像（PMI）のみでは病態解析は  遺族への説明、に有用である。   

てはその可能性を指摘するにとどま  e  死後画傾による病態解析および死因究明は困難  

る．  
で、病理解剖が必要である。  

死後画像（トMI）のみでは病態解析お  死後画像および病理解剖のいすれによっても病  4   部分的に可能であるが、死因につい                       5 6   よび死因究明lま困難。 その他  ロ  

g  

r   



有用性（肉眼所見時点での推定）  

対象：鑑定中の司法解剖，ネクロブシー症例を除いた152例  

カテゴリー   

生前画像のみで病態解析および死因究明が可能  
a     であり、死後画像の必要性はない。   

死後画億のみで病態解析および死因究明が可能  
b     であり、解剖の必要性は殆どない。   

死後画像で病態解析および死因究明はある程度  
C     可能だが、病理解剖による確認が必要である。   

死後画像では病態解析および死因究明は限定的  
d     だが、その情報は解剖手技、報告書作成、或いは  

遺族への説明、に有用である。   

e  死後画像による病態解析および死因究明は困難  
で、病理解剖が必要である。   

死後画像および病理解剖のいずれによっても病  
ロ     態解析および死因究明は困難である。   

g  a～fのいずれにも該当しない  

補足   

MRIを使用することにより，CT装置を用いた場合に比べ，   

一致率、有用性が向上した症例があった（承諾解剖で   
は15例中4例，病理解剖症例では，7例中1例）．  

解剖前情報としての意義  

・解剖開始前の情報として有用であったと考えられる病変と   

して，大動脈解離，大動脈癌，血腫．腔水症，腔気症など   
が挙げられた．これらの症例では，死後画像による病変の   
情報によって解剖手技や検索方法の選択の一助になった．   
占拠性病変の場合，解剖前の位置情報の把握に役立っ   
た例もあった．  
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8医療機関で2年間，200例近くを調査，分析  

／〆仰鵬伽W  

仙瞞酬州珊瑚 
㌔  

組織検査を含めて検討し，比較すると、  
死後CT画像と病理所見が非常によく一致した症例 ：20％  

解剖調査が必要なかったほど有用，と判定された症例：3％  

死後CT画像で病気の全貌が分かるわけではない  

死後CT画像では．  
画像診断医の正診率の高い病変（70％以上：大動脈解離  

など）もあるが．低い病変（30％以下：全身性感染症，塞栓  

症など）もある．  



提言 つ  

才  

ることができる。実施に当たっては臨床装置を用いることについて  

の院内の合意、手続きなど、前もって実施できる環境を整える必  
要があり「実施・撮影マニュアル」の参照が望まれる。  

2・現在のCT装置を用いた死後画像検査は、その有用性、限界を  
考慮すると、解剖調査の代替物ではなく、「死後CT画像検査を全  

ての診療関連死調査症例に施行すべき」とする必要度には達して  

いない。高性能MRI装置での検討を継続すべきである。  

3．診療関連死調査前に遺族への情報として医療機関が用いる  
場合は、死後画像の限界について十分説明の上、用いるべきで  
ある。説明の際には、死後画像診断の確実性による疾患／病変分  
類表（「説明ガイドライン」）の提示が望まれ、死因との関連性につ  
いて症例ごとに慎重な判断が必要であること、調査方法として解  
剖調査を含むことが基本であることに留意する。  

4．死後CT画像の読影にあたっては「読影ガイドライン」を参照し、  
死後画像検査を行った症例の解剖調査では「解剖マニュアル」に  

沿った検索が求められる。  

診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業  

これまでの総括と今後に向けての提言（抜粋）平成22年3月  

（4）解剖の実施体制  

解剖による評価では、肉眼的評価、病理組織学的検査による評価を  
行うとともに、特殊検査（血中薬物濃度、羊水成分の測定）を行った事  

例もある。事故等の轟生から死亡までの経過が長い場合は、解剖を  
行っても直接には死因が特定できない場合もあったが、解剖により異  
常所見のないことを確認すること自体が評価上で重要な判断材料と  

なり、解剖データは全ての事例にお  いて、ポジティブあるいはネガテイ  

ブデータ所見と   して評価に役立ってい  

（6）死因究明と臨床評価  

死亡原因については、解剖によって初めて死因が特定された事例自  
体は多くなかったが、臨床経過から考えられた死因を解剖で実際に  
確認し、他に異常  所見のないこ  とを確認できる場合は多  かった。また  

手術等の医療行為  から時間が経過してし  ＼る例などでは、解剖所見か  
ら診療行為の評価に直接役立つ新たな所見を得ることは難しく、これ  
らの事例では臨床評価が検討の中心となったが、解剖所見を踏まえ  
て検討できた意義は大きい。  
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霊安室長期安置：「死因に矛盾はなし」第三者が解剖結果  

毎日新聞 2009年12月24日1時50分  

名古屋大学医学部付属病院で7月に死亡した中国籍の男児（当時1歳）  

の遺体が、霊安室に長期間安置されていた問題で、舶  
た第享貴医療機関での病理解剖結果がぞ3日公表された。療辟則が当  
初なら推測していた誤嗅性にえんせい）肺炎に基づく肺高血圧症が死  

国と嘲今後、臨床所見などとともに、総合  

的に判断して最終報告をまとめる方針。   

同日開かれたこの問題の調査委員会（委員長、矢作直樹東大付属病  
院教授）で報告された。遺休は11 

． 

松尾清一名大病院長によると、男児が受けた胃の手術痕や、肺、心臓  
などが調査され、持病だった肺高血圧症の病変などが確認された。投与  
された薬物の血中濃度などは現在も検査を続けている。一方、遺族側は、  
解剖医から直接、結果の報告を受けたという。   

調査委員会は年度内に報告書を提出する。【山田一品】  

病理解剖所見の信用性，証明力  

一般的には高いとされている．  

観察記録文書のみでは不十分な場合もある．  

解剖調査実施マニュアル（木村班）  

7．【解剖の手順】  

2．ポイントとしては．鮭乱医地で臨床処置と飽剋政見  
朗肉眼所見が重要なケースが  

多いことに留意し， ＿星要な所見については脚  
．si主正三の写真圭濃艶丈るよう1迎が＿仕るJ  

感染，薬物等が死因に関連していると考えられるときには，血  
液や感染組織の培養検査，生化学検査，薬物・毒物検査等を行う．   

また，医療行為による所見（血管カテーテル挿入部・／くイバス手術・  
ペースメーカー・人工弁の確認）は，臨床立会医の助言の下，医療  

行為と対応させつつ，ネガティブ所見を含めて，所見をとる。 

‾て二了2・   



資料3（別添）  

ご遺族への死後画像撮影前の説明ガイドライン  

責任担当者：岡 輝明  

厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業   

「診療行為に関連した死亡の調査分析」における解剖を   

補助する死因究明手法（死後画像）の検証に関する研究   

研究代表者 深山正久 （事務局：高澤 豊）   



ご遺族への死後画像撮影前の説明ガイドライン  

責任担当者 岡 輝明  

説明ガイドラインサブグループ班員：酒井文和、丹正勝久、矢作直樹、吉田謙一  

且迭  

1．説明ガイドラインの目的  

2．説明の方法  

3．説明の項目   

1）死後画像撮影とは  

2）死後画像の有用性  

3）死後画像の限界性  

4）解剖調査の必要性  

4．付表  
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説明ガイドラインの目的  

死後画像には、患者さんの疾患や病態の死亡時点での状態、治療の効果、死亡  

に近い時点での合併症や偶発症などに関する情報が含まれている可能性があり、  

死因に繋がる病態を解析し死因を推定する上で意義のある検査の一手法と考え  

られる。しかし、これまでの死後画像の集積とその検討結果を踏まえると、死  

後変化や造影剤を用いた検査の困難さなどの要因から、現時点では死後画像の  

みですべての疾患や病態を確実に診断できるわけではない。病変の質によって、  

診断がほぼ確定できるものから鑑別診断を挙げるにとどまるものまであること  

を理解することが重要であり、解剖調査に代わる調査方法ではない。  

ご遺族に死後画像有用性と限界性を説明し、解剖調査に代わるものではない  

こと十分理解してもらうことが必要である。  

説明の方法  

ご遺族に対する死後画像撮影の説明と許諾は、一定の書式をもって行なうこと  

が望ましい。  

ご遺族への説明は、原則として主治医が行なうが、医師団の責任者が代行する  

ことは可能である。また、主治医単独の説明ではなく患者さんの治療に関与し  

た他の医師や看護師などの同席が望ましい。  

死後画像撮影は原則として解剖調査を前提として行なわれるので、解剖の許諾  

を得る際にそれに引き続いて行なう。  

解剖を前提としない場合、あるいは、解剖を望まない場合には死後画像撮影に  

ついて、その有用性とともに限界を十分ご理解いただくことが重要である。  

説明に当たっては「疾患／病変分類表」を示して具体的に説明することが望まれ  

る。  
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説明の項目  

1．死後画像撮影とは  

1－1‥死後画像撮影とは、非侵襲的にご遺体の全身（頭部、体幹、四肢）の  

CT、～Ⅱu、超音波などの画像を撮影することである。現時点では、多くの場合  

CT画像の撮影を指すが、医療機関ごとに事情は異なる。   

1－2：撮影に要する時間については、CTだけなのかMⅢなどの撮影も含まれ  

るのかによって異なる。また、撮影の機種によっても撮像時間に差があるため、  

おのおのの医療機関で異なると考えられる。   

撮影そのものの時間のほか、ご遺体の搬送などの時間についても手順の説明  

とともに説明することが望まれる。  

1－3：その他の事項  

1－3－1‥費用。医療機関ごとによって異なると思われる。医療機関もち（無  

料）から実費負担まであると思われ、また、画像フイルム作成する場合や  

画像情報をメディアに焼き付けてお渡しする場合など、諸般の状況によっ  

て負担額は異なる。  

1－3－2：個人情報の扱いと情報の共有   

個人情報の管理には万全を期すべきであり、この点の説明も必要であろ   

う。また、画像情報はご遺族と共有すべきものであり、内容の説明が必   

要であるが、画像採取直後なのか解剖調査後、あるいは、最終報告時点   

なのかは医療機関ごとに取り決め、ご遺族の了承を得る必要がある。  
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2．死後画像の有用性  

死後画像は、非侵襲的検査であり、臓器の位置関係を理解するのにきわめて有  

用であり、解剖調査を補完する上で意義があると考えられている（表：カテゴ  

リー分類）。  

以下に、診断確度の高い疾患を例示する。  

症例：解離性大動脈癌  

図1－1 80歳代の女性。心喬部痛と呼吸苦で来院し、心配停止に至った急死  

例。遺体のMRI画像である。上行大動脈から大動脈弓部における大動脈の解離  

がきれいに描出されている。  

図1－2 MⅢ画像とほぼ同一面と思われる大動脈弓部の割面。血液が抜けて  

しまっているので解離腔が狭くなっていることを除けば、MM画像と病理所見  

はみごとに一致している。  
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3．死後画像の限界性   

以下のような疾患・病態では、診断に関して「定の限界性があることが指摘  

されている（表：カテゴリー分類）。  

症例：急性肺動脈血栓症  

図2－1急性心筋梗塞に対して冠動脈のステント留置術2 日目に急死。遺体  

のM如画像。肺動脈幹から左右の本幹にかけて内腔が不均一に見えるが、この  

所見がアーチファクトである可能性は否定できず、血栓の存在を確実には指摘  

できない。  

図2－2 肺動脈本幹内の新鮮血  

栓。  

図2－3 右肺上葉の肺動脈断面。  

内腔は新鮮な血栓で充満し、血管腔  

は閉塞している。   
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4．解剖調査の必要性  

主病変についての死語画像診断と剖検診断の一致率はかなり高く、一方、死因  

につながりうる副病変や合併症の指摘率あるいは偶発症や潜在癌などの指摘率  

は一定しない。  

死因につながりうる副病変や合併症のうち死後画像が指摘しにくかった病変は、  

新鮮な肺梗塞、新鮮な心筋梗塞、びまん性誤嚇性（閉塞性）細気管支炎などで  

あった。  

死後画像は、体動がなく心拍や呼吸運動のない状態での撮像であるため、理想  

的な画像が採取できる反面、造影剤が使えない、肺は呼気状態である、ダイナ  

ミックな動きは観察できないなどの欠点をもつ。  

また、死後変化についての知識も十分蓄えられていないので、病的所見と死後  

変化の鑑別がむつかしいことがある。  

したがって、現時点では死後画像で陽性所見が得られた場合であっても、その  

死因への関与や病態を最終的に確定するには解剖調査が必須である。カテゴリ  

ー分類を示しつつ、具体的に説明することが望まれる。  
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表：画像診断の確実性による疾患／病変分類  

分類   説明   疾患の例亨   

A   死後CT画像によりほぼ確実に   大動脈解離、大動脈癌、終末腎、腔水痘、  

診断される疾患群   問質性肺炎（周囲の肺がクリアな場合）、  

腔気症（ただし年後長時間の場合は死後変化との区別が困難）   

B   死後CT画像により診断される 心裏水、心タンボナーデ、肺炎／気管支炎（肺水腫の合併がない場合）、  

可能性はあるが、確実とはいえない  

疾患群   

C   死後CT画像による診断が現時点で  全身性感染症（粟粒結核など）、血栓症、塞栓症、  

はむずかしい疾患群   軽度の肝癌変症／肝線維症、髄膜炎、神経変性疾患、  

急性および陳1日性心筋梗塞、原発不明癌   

＊ただし、これらの疾患が鱒因とはかぎらない。  
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資料4（別添）  

平成21年度厚生労働科学研究費補助金、（厚生労働科学特別研究事業）  

「小児の脳死判定及び臓器提供等に関する調査研究」  

研究代表者  

貫井英明  

山梨大学名誉教捜、学長特別顧問  

小児法的脳死判定基準に関する検討 
（抜 粋）  

研究分担者  

山田不二子  

医療法人社団三彦会山田内科胃腸科クリキック副院長  

研究協力者  

阿部 俊昭 東京慈恵会医科大学 脳神経外科 教授  

水口 雅 東京大学医学系研究科 発達医科学 教授  

坂部 武史 山口労災帝嘩 病院長 

植田 育也 静岡県立こども病院 小児集中治療センター センター長  

日下 康子 東京慈恵会医科大学 脳神経外科 講師   



別資料・1  

「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマニュアル」に関する検討  

医療法人社団三彦会山田内科胃腸科クリニック副院長  

日本子ども虐待医学研究会事務局長 山田不二子  

はじめに   

「臓器の移植に関する法律」の改正によっ  

て、附則に「（検討）5 政府は、虐待を受け  

た児童が死亡した場合に当該児童から臓器（臓  

器の移植に関する法律第五条に規定する臓器  

をいう。）が提供されることのないよう、移植  

医療に係る業務に従事する者がその業務に係  

る児童について虐待が行われた疑いがあるか  

どうかを確認し、及びその疑いがある場合に適  

切に対応するための方策に関し検討を加え、そ  

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものと  

する。」と規定された。   

これにより、「脳死下臓器提供者になりうる  

状態の児童について、虐待が行われた疑いがあ  

るかどうかを確認し、虐待の疑いがある場合は  

当該児童から臓器提供が行われることのない  

よう」にするためのマニュアルが必要となっ  

た。   

「虐待を受けたと思われる鬼童の通告義務」  

は、児童虐待の防止等に関する法律と児童福祉  

法で規定されており、被虐待児の診断は通常診  

療の中で行われなければならないものである  

が、現在の日本においては医療・保健・児童福  

祉・警察・検察・教育等の関係機関間の連携が  

制度として確立されておらず、虐待が行われた  

疑いのある場合に対応するためのシステムが  

十分構築されているとは言い難い。   

そこで、ここに用歯死下臓器提供者から虐待  

を受けた疑いのある児童を除外する」ことを主  

眼に置いたマニュアルを提示する。  

・従って、このマニュアルによって臓器提供者  

から除外されたとしても、当該児童が虐待を受  

けたことを必ずしも意味するものではなく、除  

外者の中に被虐待児でない症例が含まれる可  

能性が残るが、臓器提供者から被虐待児を除外  

するためには現状ではやむを得ないと判断し  

た。   

本マニュアルを使用して被虐待児を臓器提  

供者から確実に除外するためには、臓器提供意  

思の有無に関わらず、患者が入院した時点から  

通常の虐待診断と並行して本マニュアルを活  

用することが有効であり、そうすることにより  

臓器提供の申し出があったときにあわてて対  

応する必要がなくなり、適正な診断が可能にな  

ると考えられる。   

さらに、日常臨床活動の中でこのような診断  

行為を積み重ねていくことにより、将来的には  

本マニュアルが「臓器提供者から被虐待児を除  

外する」マニュアルから「被虐待児を診断する」  

マニュアルへと改善され、「臓器を提供する」  

という尊い意息をより確実に活かすことに繋  

がることを期待したい。  

Ⅰ．「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外す  

るマニュアル」  

1．本マニュアルの対象   

「小児法的脳死判定基準」および「小児法   

的脳死判定マニュアル」は、15歳未満の小   

児を対象とするものであるが、本マニュアル   

は、児童福祉法における「児童」の規定1）   

に従って18歳未満の児童を対象とする。  

2．用語の定義・説明   

本マニュアルでは、以下の用語が「」内  
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に説明した意味で使われている。  

“当該児童”とは「器質的脳障害により深昏睡  

および無呼吸を来している18歳  

未満の児童」を指す。  

“乳幼児”とは「就学前の児童」を指す。  

“被虐待児”とは「虐待もしくはネグレクトを  

受けた児童」を指す。  

“保護者”とは「親権を行う者、未成年後見人  

その他の者で、児童を現に監護す  

るもの2）」を指す。  

‘‘第三者”とは「当該児童の保護者・きょうだ  

い・親族・同居人のいずれでもな  

い者」と定義する。  

③窒息事故で、その原因が誤喋であるこ   

とが気管支鏡検査等によって明白で   

あり、第三者による信頼に足る目撃   

証言がある。  

（2）器質的脳障害の原疾患として内因が  

疑われる場合の条件  

①原疾患が先天奇形もしくは明らかな   

疾病であることが確実であり、病態  

の悪化に対して外因の関与がない  

か、関与があったとしても、その外  

困は不慮の事故であることが明らか  

である。  

3．脳死下勝誇提供者から被虐待児を除外す  

る手順  

1）「被虐待児である可能性を完全には否定  

できない」場合として示した下記の項目  

のいずれかに該当するときは、その児童  

を臓器提供の対象から除外する。   

（1）乳幼児突然死症候群（SuddenInlhnt  

DeahSyndrome‥SIDS）3）   

（2）原疾患の診断が確定していないとき  

3）上記1）、2）のいずれにも当てはまら   

ないか、または、どちらに該当するのか   

判別が困難なときは、添付の「チェック   

リスト」に基づいて被虐待児である可能   

性のある児童を除外し、被虐待児でない   

ことが確認できる場合のみ、その児童を   

臓器提供の対象にすることができる。  

この際、下記の（1）、（2）に該当   

する場合は、特に慎重な判断が必要であ   

る。  

（1）家庭内で発生した事故等による外因   

が器質的脳障害の原疾患であると考えら   

れる場合叫）。  

（2）家庭外の事故であっても、第三者に   

よる信頼に足る目撃証言が得られていな   

い場合  

2）「被虐待児ではない」と確実に診断でき   

る下記の条件を満たし、上記1）の項目   

のいずれにも該当しない場合は、その児   

童を臓器提供の対象にすることができ   

る。  

（1）器質的脳障害の原疾患として外因が   

疑われる場合の条件   

①家庭外で発生した事故であって、第  

三者による信頼に足る目撃証言が得  

られており、受傷機転と外傷所見と  

の因果関係が合理的に説明できる。   

②第三者による目撃証言は得られてい  

ないが、器質的脳障害の原疾患は当  

該児童が自動車等の乗り物に乗車中  

の交通事故外傷であることが明らか  

である。  

Ⅱ．注意事項  

1．「乳幼児揺さぶられ症候群（ShakenBaby   

Symdrome‥SBS）9，10）」等の「虐待による頭部   

外ig（AbusiveHeadTrma：AITI）ll）」は、   

体表外傷を伴わないことがあるので注意  

を要する。  

2．「躯幹部鈍的外傷＠TT：Blunt Torso  

l血mわ12）」も、皮下出血などの体表外傷  
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を伴わないことがあるので注意を要する。  1）でも2）でもない場合、もしくは、1）、  

2）のいずれに該当するのか判断ができない場  

合は、次に説明する「チェックリスト」（別表）  

を活用して、脳死下臓器提供者から被虐待児を  

除外する。   

なお、参考文献4～8によると、家庭内事故  

の場合、不慮の事故で致死的な外傷を負うこと  

は稀であって、家庭内で発生した外傷で致死的  

になる症例は虐待によるものであることが多  

いとされる。この知見に基づき、本マニュアル  

では、明らかな誤解による窒息以外の家庭内事  

故は虐待の可能性についで慎重な判断を必要  

とするものとした。   

Ⅲ．■考察  

1．本マニュアルの趣旨   

本マニュアルは、「被虐待児を診断するマニ  

ュアル」ではなく、「脳死下臓器提供者から被  

虐待児を除外するマニュアル」であり、被虐待  

児ではないと確実に判断できる児童を選び出  

すためのものである。   

従って、本マニュアルによって臓器提供の対 

象者から除外されたからといって、必ずしも、  

その児童が被虐待児であることを意味しない。  

すなわち、脳死下臓器提供者から除外された児  

童の中に坂虐待児でない症例が含まれる可能  

性が存在する。医療機関と児童相談所や警察等  

との連携が未だ不十分である日本の現状を考  

慮し、脳死下臓器提供者から被虐待児を除外す  

るために、現時点ではやむを得ないと判断し  

た。   

将来、本マニュアルが「子ども虐待・ネグレ  

クトを診断することで脳死下臓器提供者から  

被虐待児を除外するマニュアル」へと改訂され  

ていくことを期待するものである。   

なお、本マニュアルは心停止下臓器提供の場  

合にも適用できると思われる。しかし、「被虐  

待児」である可能性を否定できない場合に、心  

停止後に血j夜検査や放射線学的検査を行うこ  

とは事実上不可能である。従って、心停止以前  

に「被虐待児でないこと」が本マニュアルに基  

づいて確認できた場合にのみ、臓器提供が可能  

であると判断される。   

3．「チェックリスト」（別表）の説明   

1）一つでも該当する項目があれば、虐待が  

強く疑われるもの   

身体的虐待に特徴的な皮膚所見が認められ  

るとき13～1qや、保護者の説明もしくは当該児童  

の発達段階と外傷所見とが矛盾するとき 
1｝｝1q  

には、虐待が強く疑われるので、その児童から  

臓器提供をしないこととする。   

2）2歳未満の乳幼児の場合   

2歳未満の乳幼児の場合、体表外傷が無くて  

も、「乳幼児揺さぶられ症候群（ShakenBaby  

Syndrome‥SBS） 9，10，17，18）」等の「虐待による頭部  

外傷AbusiveHeadTrauma：AlrI）ll）」（以下、  

SBS／Amと略す。）や虐待による骨折を負っ  

ていることがあるので、2歳以上の児童よりも  

詳しい検査を要する。   

SBS仏mの三徴は、「硬膜下血腫・クモ膜  

下出血等の頭蓋内出血」「びまん性脳浮月軋「広  

汎で多発性・多層性の網膜出血」である17｝19）。   

頭部CTでは少量と思われた頭蓋内出血が頭  

部MRIでは相当量であることが判明したり、  

頭部MⅢではじめて脳実質損傷が発見される  

こともあるので、必要に応じて頭部MⅢを撮  

影する。また、頭蓋内出血や脳実質損傷の程度  

iこ比して呼吸状態が悪い場合は頚髄損傷が発  

4  

2．本マニュアルおよびフローチャート 拐IJ  

紙）の基本的な考え方   

「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外す  

るマニュアル」も別紙の「フローチャート」も、  

「1）被虐待児である可能性を否定できない症  

例」をまず最初に除外し、ついで、「2）被虐  

待児ではないと確実に診断できる症例」を選び  

出すという構成になっている。  

■
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生していることがあるとする報告20）があるの  

で、必要に応じて頚椎MRIも撮影する。   

SBS／AHTの診断のための眼底検査21）は眼科  

医に実施してもらうことが望ましい。当該児童  

が死亡した場合、死因の検索のために司法解剖  

が実施されたとしても、眼球が摘出されるとは  

限らないため、三徴のうちの一つを占める網膜  

出血の情報が得られない場合が少なくない。ま  

た、軽度の網膜出血は不慮の事故でも起こるこ  

とがある2）ので、眼底検査において、網膜出血  

が認められたか、認められなかったかだけの記  

録では、SBS／Amを診断するのに不十分であ  

り、倒像鏡を用いて観察した詳細なスケッチな  

いしは眼底写真で証拠を残すことが大切であ  

る。   

三徴には含まれないが、SBS／Amには後部  

肋骨骨折や骨幹端骨折（バケツの柄骨折や骨幹  

端角骨折）を合併することがある17～19）。これら  

の骨折が認められると、三徴がそろっていなく  

ても、SBS仏mの可能性が高まる。従って、2  

歳未満の乳幼児に対しては、プロトコル刀）に従  

って全身骨撮影封）を施行し、放射線科医iこ読影  

を依頼することが重要である。しかしながら、  

乳幼児の骨折、特に肋骨骨折を受傷直後にⅩ  

線写真で発見することはたいへん難しいので、  

当該児童が生存している場合は、受傷の約2週  

間後に全身骨撮影を再撮する。この場合、頭蓋  

骨Ⅹ線は骨条件頭部CTで代用してもよい。た  

だし、脳死状態にある乳幼児に関しては、全身  

骨撮影の再撮だけのために、2週間も待つ必要  

はない。   

なお、臨床症状等からSBS／AHTが疑われる  

場合は、2歳以上の児童であっても、チェック  

リスト（4）～（6）の検査を施行する。   

待・ネグレクト診断に不可欠であり、これらの  

機関への照会を怠らないことが肝要である。   

照会を求める情報は、チェックリストの3）  

（7）および4）（12），（13）に列挙したが、当該児童  

に関する情報だけでなく、きょうだい（異母・  

異父きょうだいを含める）に関する情報にも留  

意することが重要である。特に、きょうだいの  

中に不審死25）を遂げた者や乳幼児突然死症候  

群（SuddenhfantDeadlSymdrome‥SIDS）3）（疑い  

を含む）が死因であるとされている者がいる場  

合、この家庭で過去に虐待があった可能性を考  

慮すべきで、当該児童にも同じようなことが起  

こっていないかどうかについて精査を要する。   

児童虐待の防止に関する法律第二条第三号  

2）の規定によれば、ネグレクトも児童虐待に含  

まれるため、ネグレクトを受けた児童からも臓  

器提供はできない。   

ネグレクトの中でも、「栄養のネグレクト」  

に基づく「非器資性発育障害即on－0昭血c  

F由1u陀bT旭ve‥NOFIザ句」は飢餓や脱水によ  

って致死的になることがある。NOmの判断  

には、小児科医による成長曲線の精査2刀が欠か  

せない。   

また、保護者が乳幼児の監督を怠り、女全管  

理の不行き届きによって、子どもが重大な事故  

に遭ったり、薬物・毒物を誤飲したりした場合  

も、「安全のネグレクト」とみなされ、当該児  

童から臓器提供はできない。   

虐待によって子どもが外傷を負った場合、保  

護者は、医師に虐待を見答められるのを恐れ  

て、被害児を医療機関に連れてくるのが遅れが  

ちになりやすい13～15）。当該児童の症状に気づい  

てから受診行動に移るのが不当に遅いと感じ  

たときには、注意を要する。   

3）虐待・ネグレクトを疑わせる情報   

子ども虐待・ネグレクトを医療機関だけで診  

断することは非常に難しい。特に、脳死状態と  

なり得るほど重症な症例の場合、児童相談所・  

保健所・保健センター・警察等の持つ情事酌ま虐  

4）該当する項目があった場合に、総合的判  

断を要するもの   

児童虐待の防止に関する法律第二条第四号  

2）の規定によれば、児童が同宿する家庭におけ  

る配偶者に対する暴力pⅥ刀）を児童に見聞き  
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させることは心理的虐待に当たるとされる。さ  

らに、DVと子ども虐待・ネグレクトは合併し  

やすい29）ので、保健所・保健センター、警察等  

への照会によってDV情報が得られた場合は、  

総合的判断を要する。   

「皮膚衛生のネグレクト30）」や「口腔内衛生  

もしくは歯科医療のネグレクト31）」を疑わせる  

所見をチェックリスト4）（15）に、「医療ネグ  

レク「ト32コ3）」を疑わせる情報を（16）に、「教育  

のネグレクト30）」を疑わせる情報を（17）に列挙  

したので、これらを参照のうえ、他の所見とも  

併せて、ネグレクトの有無を総合的に判断す  

る。   

「代理によるミュンヒハウゼン症候群  

PunChausenSyndromebyProxy：MSBP）2534）」と  

は、保護者（その多くは母親）が自分の子ども  

を病人に仕立て上げるという特殊な虐待で、診  

断が非常に難しく、また、致死的になることが  

少なくない。原疾患は内因性と考えられるのに  

確定診断が得られていないときや、極めて特殊  

な病態を考えないと当該児童の症状を説明で  

きないような場合は、MSBPの可能性も念頭に  

置いて、鑑別診断を進める必要がある。   

よるミュンヒハウゼン症候群即SBP）野が）」につ  

いては、「社団法人日本小児科学会 子どもの  

虐待問題プロジェクトチーム」が「子ども虐待  

診療手引き」を作成しているので、そちらを参  

照してください。   

http‥仇wjpeds．orjpbuide血1dex．   

なお、児童からの臓器提供に際して、子ども  

虐待・ネグレクトの診断や対応に関する相談・  

助言を必要とする場合は、「日本子ども虐待医  

学研究会」にご連絡ください。  

連絡先：   

〒259－1131神奈川県伊勢原市伊勢原卜3－  
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日本子ども虐待医学研究会事務局  

電話・FAX；050－2014－4814   

メールアドレス；y一句iko◎n眠．biglobe．nejp   

担当者；事務局長 山田不二子   

5）薬物中毒が疑われる場合   

通常の検査では原因が推定できない神経学  

的症状を認めた場合は、職喝e⑧等の薬物検査キ  

ットによる薬物中毒のスクリーニングおよび  

血中アルコール濃度め測定を行う15，叫ムそれで  

も、神経学的症状の原因がわからず、犯罪の可  

能性が疑われる場合は、警察に通報する。   

なお、必要に応じて後で追加の検査を施行で  

きるように、尿・血液・胃内容物等の検体は冷  

凍保存しておく15）。  

Ⅳ．補足情報  

「躯幹部鈍的外傷但Tけ2）」等の身体的虐待、  

「乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）9，10）／虐待に  

よる頭部外雛叩11）」「非器質性発育障害  

即OFTp2q」「医療ネグレクト3233）」「代理に  

▼  



脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマニュアル  

ー フローチャート ー  

2）被虐待児でないことが確実   

（1）外因性疾患  

①第三者目撃のある家庭外事故で  

受傷機転に不審な点がない  

②乗り物乗車中の交通事故   

③誤頓による窒息事故で第三者  

目撃あり   

（2）内因性疾患  

①原疾患が先天奇形あるいは明らかな  

疾患で不審なところがない  

3）チェックリストの活用必要   

（1）1）でも2）でもない場合   

（2）1），2）のいずれに該当するのか  

判断ができない場合   

※特に慎重な判断が必要な場合   

（1）家庭内事故   

（2）第三者目撃のない家庭外事故  

1）被虐待児の可能性を否定できない   

（1）乳幼児突然死症候群   

（2）原疾患の診断未確定  

チェックリスト活用  

1．（1）～（11）ないしは5）に一つでも該当す   

る項目がある場合  

2．（12）～（18）に該当する項目があり、詳しい   

調査の結果でも総合的に虐待がないと判   

断できない場合  

1．項目で該当するものがない場合  

2．（12）～（18）に該当する項目はあるが、詳し   

い調査の結果、総合的に虐待はないと判断   

できる場合  

臓器提供の対象から除外  

7   



チェックリスト   

このチェックリストは、臓器移植に係る業務とは異なる日常診療においても、子ども虐待・ネ  

グレクトが疑われたときのチェックリストとして活用することができる。   

1）次に挙げる項目（1）～（3）のうち1つでも該当するものがある場合は、その児童から臓詩経供を  

しないこととする。  

（1）虐待に特徴的な皮膚所見13～l  ①体幹・頚部・上腕・大腿に認められる複数の外傷   

q   ②同じ形をした複数の外傷  

③新旧織り交ざった複数の外傷  

④境界鮮明な熱傷・火傷  

⑤バイト・マーク（噛み痕）   

P）保護者の説明と矛盾する外  ①外傷の発生機序に関する保護者の説明が医学的所見に矛盾し   
傷13～1句   ている。   

（3）当該児童の発達段階と矛盾  ①外傷の発生機序として保護者が説明した内容や外傷所見が当   
する外傷13～15）   該児童の発達段階に矛盾する。   

2）当該児童が2歳未満の乳幼児の場合、り）～（6）の検査を施行し、虐待を疑う所見が1つでも認   

められた場合は“乳幼児揺さぶられ症候群：SBS9，10）／虐待による頭部外傷：ATHll）” や“被   

虐待児症候群‥TbeBatteredChLdSymdrome16）”の可能性があるので、慎重な判断を要する9～ll，  
16－19）  

0  

乳幼児揺さぶら  q）頭部CT（必要に応じて頭部  （∋交通事故以外で発生した硬膜下血腫   

れ症候群（SBS）9，1  MⅢ・頚椎MⅢを併用する。）  ②交通事故以外の原因による外傷性びまん   
0）／虐待による頭  性軸索損傷や灰白質「白質努断といったS   

部外像AH7）11）の  BSやAHTを疑うべき脳実質損傷   

疑い  ①原因不明の頚髄損靡0）  

（5）倒像鏡もしくは乳幼児用デ  ①広汎で、多発性・多層性の眼底出血  
ジタル眼底カメラによる眼底  ②網膜分離症  

検密1）（眼科医にコンサル卜す  

ることが望ましい。）   

被虐待児症候群16  （q全身骨願グ，封）倣射線科医  ①肋骨骨折   
）の疑い、   にコンサル卜することが望ま  ②長管骨の骨幹端骨折（バケツの柄骨折、骨   

もしくは、   しい。）′必要に応じて胸部CT  幹端角骨折）   

SBS′Am恥‖）の  を施行する。   ③保護者の説明と矛盾する骨折1句   

疑い  ②（原因不明め）骨折の既往   

一
 
 
 

0
0
 
 



3）次に挙げる項目（7）～（11）の中に該当するものがある場合、子ども虐待・ネグレクトがないこ   

とを確信できないなら、その児童から臓器提供をしないこととする。  

（7）児童相談所および倶陸所・保  ①照会先から当該児童について子ども虐待・ネグレクトに関連   

健センターの照会   する何らかの情報が得られた。  

②照会先から、当該児章のきょうだいに関する子ども虐待・ネ  

グレクト情報が得られた。  

③当該児童のきょうだいの中に、死因が明らかでない死亡者25）  

やSⅡ）S3）（疑）がいるという情報が得られた。  
④保護者が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を使用しているという  

情報が得られた。   

（8）小児科医による成長状態の  ①医学的に相応の理由がないのに、成長曲線（身長・体重）の   
確認   カーブが標準から大きく下方にずれている2刀云（非器質性発  

育障害帥Om）加）の疑い）  

②医学的に相応の理由がないのに、頭囲の成長曲線がある時点  

から急に上方にずれている。 （虐待による頭部外傷11）の後遺  

症としての頭囲拡大の疑い）   

（9）ネグレクトが疑われる状況ア6  ①当該児童が乳幼児（障害児の場合は発達段階として6歳末満と   

考えられるとき）であるのに、乳幼児だけで外遊びをさせる 

、危険物を放置し安全管理をしないなど、保護者が適切な監  

督をしていないことが明確である。  

②飢餓状態が疑われる。  

③嘔吐や下痢など相応の理由がないのに、脱水状態となってい  

る。   

（10）受診の遅れ   ①当該児童の症状に気づいてから受診行動に移るまでに長時間  

13～15）を要レていて、その理由を合理的に説明できない。   
（11）きようだいの不審好5）   ①家族歴の聴取および児童相談所・保健所・保健センター・警   

およびSIDS3）（疑）   察への照会によって、きょうだい（異母・異父きょうだいも  

含む）の中に、死因が明らかでない死亡者やSIDS3）（疑）がい  
るという情報が得られた。   
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4）次に挙げる項目（12）～（18）の中に該当するものがあるときは、総合的に判断し、子ども虐待・   

ネグレクトがないことを確信できる場合のみ、その児童から臓器提供することができる。  

（12）児童相談所・保健所・保健  ①紹介先から当該児童の家庭において配偶者暴力（DV）がある   

センターへの照会   鱒，29）という情報か得られた。   

（13）警察への照会（照会しても  （王）警察から当該児童やそのきょうだいについて子ども虐待・ネ   

情報が得られない場合は、’「  グレクトに関連する何らかの情報が得られた。   
該当なし」と判断してよい。  ②当該児童は乳幼児で、排掴等で警察に保護されたことがあ   
）   る。  

③当該児童のきようだいの中に、鱒因が明らかでない死亡者5）  

やSIDS3）（疑）がいるという情報が得られた。  
④保護者が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を使用してい 

情報が得られた。  

⑤当該児童の家庭において配偶者暴力PⅥがある28，29）という  
情報が得られた。   

（14）小児科医による母子健康手  ①母親は必要な妊婦健診を受けていなかった。   

帳の確認   ②出産に際して、医師もしくは助産師など信頼に足る大人の立  
ち会いがなかった。  

③出生届や出生連絡票が提出されていない。  

④当該児童は、妥当な理由がないにもかかわらず、先天性代謝  

異常の検査、乳幼児健診、予防接種等の必要な保健医療サー  

ビスを受けていない。   

（15）ネグレクトの可能性が否定  ①皮膚の衛生が保たれていない押。   
できない状況   ②未処置の多発性鮪歯31）。   

（16）医療ネグレクト3之33）の疑い  （D必要な医療を拒否したことがある。  

②必要だったにもかかわらず、医療が中断されたことがある。  

③受診の遅れを疑わせる記録が残っている。（医療ネグレクト  

のほか、虐待の隠蔽を示唆する場合もある。）   
（17）教育のネグレクト30）の疑い  ①保護者の都合で不登校となっていた既往がある。   

（18）代理によるミュンヒハウゼ  （D医療機関からの紹介状を持たずに、当該児童の病気を訴えて   

ン症候群即SBP）か，叫の疑い   ドクターショッピングを繰り返していた。  
②当該児童は、医学的に説明のできない症状を繰り返し呈して  

いた。  

③保護者の訴える症状と臨床所見との間に矛盾がある。   

5）通常の検査では原因が推定できなし、神経学的症状を認めた場合は、「トライエージ（職喝eう」   
等の検査キットを使って、尿・血液・胃内容物等の薬物検査15，封）を行う。必要に応じて、ア   

ルコール血中濃度も測定する。薬物が検出された場合は、その児童から臓器提供をしないこ   

ととする。  
なお、「トライエージ」で検出できる薬物は、フェンシクリジン岬CP）、ベンゾジアゼピン   

類＠ZO）、コカイン類（COC）、アンフェタミン類（AMP）、大麻類（THC）、オピェート類（OPI）、   

パルピッ⊥ル酸類但AR）、三環系抗うつ薬類（TCA）の8類である。  

■
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